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公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について 

 

 本県の保健医療行政の推進につきまして、日ごろ御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省医政局長から別添１のとおり通知がありましたので、地域医療構想調整

会議で合意された貴病院の具体的対応方針（2025年を見据えた構想区域において担うべき医

療機関としての役割や 2025 年に持つべき医療機能ごとの病床数等）が、真に地域医療構想の

実現に沿ったものとなっているか再検討の上、地域医療構想調整会議において改めて協議し

合意を得るようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 再検証対象医療機関の具体的対応方針の再検証について 

「公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果」（別添２）において、「診療

実績が特に少ない」の要件に９領域全て該当している、又は「類似かつ近接」の要件

に６領域全て該当している公立・公的医療機関等（再検証要請対象医療機関）におい

ては、以下①～③について検討を行い、その結果を反映した具体的対応方針について、

地域医療構想調整会議において、再検証を経た上で合意を得ること。 

①  現在の地域における急性期機能や、将来の人口推移とそれに伴う医療需要の変化

等の医療機関を取り巻く環境を踏まえた、2025 年を見据えた自医療機関の役割 

②  分析の対象となった領域ごとの医療機能の方向性（他の医療機関との機能統合や

連携、機能縮小、機能廃止等） 

③ ①②を踏まえた機能別の病床数の変動 

 

２ 再検証における留意事項 

病床数や病床機能の再編等について、一定の見直し（対応）をすることで既に地域

医療構想調整会議の合意を得ている場合については、その見直しが十分であるか調整

会議で明示的かつ丁寧な説明を行い、更なる対応の必要性について検討すること。 
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村山地域では、県立河北病院と寒河江市立病院へ通知されています。
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